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期 間：令和８年２月１６日(月) ～令和８年３月１６日(月)

会 場：(前 半) 仁多庁舎 １Ｆ タウンホール

(後 半) 横田コミュニティセンター １Ｆ 大ホール

相談時間：(午 前) ８時３０分から１１時００分

(午 後) １時００分から３時３０分

会場におけるマスクの着用は個人の判断でお願いします。

発熱や咳などの症状がある方、その他体調のすぐれない方はご来場をお控えください。

下記に該当する方は申告相談会場にお出かけいただく必要はありません。

所得税確定申告及び町県民税申告相談のお知らせ

【 申告相談にお出かけいただく必要のない方 】

① 収入が年金のみの方で、年金の支給額合計が４００万円以下の方

※ただし、申告をする必要のない方でも、申告することによって控除を受けることがで

きる場合もあります。

② 収入が１つの事業所からの給与のみで、事業所にて年末調整をされた方

③ 収入のない１８歳未満の方

④ 大東税務署へ所得税確定申告書を提出された方

（インターネットによる確定申告（ｅ-Ｔaⅹ）、郵送含む）

注 令和７年中に収入の全くなかった１８歳以上の方（国民健康保険に加入して

いる場合は１６歳以上の方）、遺族年金・障害年金のみ支給を受けている方は役

場窓口で申告をしてください。 （詳しくは 3 ページをご覧ください。）

〈お問い合わせ〉 奥出雲町役場 税務課 町民税係

電話 52-2671 有線 20-4000（内線 4252・4259）

相談日程表は、

4 ページをご

覧ください。
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〇 世帯を代表して申告される場合は、家族の方の資料もご持参ください。

〇 申告相談を受けずに、ご自身で申告書を作成し提出いただいても構いません。

申告書等は税務署から届き次第（1 月中旬以降）横田庁舎（税務課）、仁多庁

舎（タウンホール）に設置します。各種申告書等様式は国税庁ホームページに

も掲載されています。

〇 申告会場で役場職員が資料の仕分け､集計をすることはできかねます。申告さ

れる他の方をお待たせすることになるため、事前に準備をしていただきますよ

うお願いします。

＜ 申 告 会 場 に 持 っ て き て い た だ く も の ＞
申告には次のような書類が必要になります。皆さんの申告内容にあわせてご準備ください。

❶ マイナンバーカードまたは番号通知カードと本人確認書類

❷ 申告に必要な書類、証明書

○ア 給与源泉徴収票、公的年金源泉徴収票

○イ 収支内訳書とその根拠となる資料（農業、営業、不動産所得がある方）

○ウ 過去３年において発生した株式の譲渡損失を本年に繰り越して申告される

方はその金額がわかるもの
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国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの軽減等の決定のためには、町県民

税の申告（「所得 ０円」の申告）が必要です。申告会場の混雑を避けるため、役場窓口で申告して

ください。

①令和７年中に収入が全くなかった１８歳以上の方

（国民健康保険に加入している場合は１６歳以上の方）

②収入が遺族年金・障害年金のみの方

申告期間 令和８年 3 月 1７日(火) ～ 3 月３１日(火)（土日祝日を除く）

申告窓口 税務課(横田庁舎) 又は 町民課(仁多庁舎)

準 備 物 本人確認書類

○エ 個人年金や生命保険の満期返戻金、建物更生共済の満期共済金を受け取

られた方はその金額がわかるもの

○オ 生命保険、地震保険（旧長期損害保険）、国民年金などの控除証明書

○ヵ 医療費控除がある方は、記入した医療費控除の明細書、医療費のお知らせ等

○キ 雑損・寄附金などの控除がある方は、その領収書または証明書

○ク 所得税の還付申告の方は、本人名義の口座番号がわかるもの

○ケ 障害者控除、特別障害者控除を申告される方は身体障害者手帳、療育手帳な

ど障がいの程度がわかるもの【提示必須】

※ 身体障害者手帳等をお持ちでない 65歳以上の方で、*障がいのある方と同等

と認められる場合は、町長が発行する認定証を提示いただくことにより控除を

受けることができます。

(*：要介護１～5の認定を受けておられる方、または医師により障がいをお持ち

の方と同等と認められる方で、「寝たきり度」、「認知症自立度」の程度による）

※ 認定証の発行については、役場健康福祉課へお尋ねください。

以下の①又は②に該当する方は役場窓口で申告してください

国税庁のホームページ（https://www.nta.go.jp）をご利用になれば、所得税の申告書をご

自身で作成することができます。作成した申告書は郵送で申告できますので大変便利です。

また、電子申告（e-Tax）を利用して申告をされると、添付資料が省略できるなどさらに便

利です。是非ご利用ください。

青色申告、株式などの譲渡所得、住宅借入金控除等がある場合は、大東税務署へご相談くだ

さい。

大東税務署 電話：0854-43-２３６０

https://www.nta.go.jp
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午前 八代西部、八代本町、八代東部

午後 八代町、中村、馬馳下

午前 佐白町、上布施、馬馳上

午後 佐白、上三所西部、上三所中央、上三所東部、土屋

午前 上三成上、上三成中、上三成下、上本町、前布施

午後 中町下、本町下、大正町、寺町、暮地、湯の原、石原・里田、角木・乙多田

午前 宮の町、朝日町、滝の上、矢谷団地、上高尾、尾白

午後 下高尾、美女原、矢谷、下三所

午前 中湯野、久比須、谷奥、大内原、簾

午後 上分、西湯野、梅木原、高田

午前 亀嵩町、郡、琴枕

午後 真地、平、大上、下口、八幡

午前 川子原、奥湯谷上、奥湯谷下、小寄

午後 上町、福原、川東、鋳物屋

午前 米原、上阿井町、雲崎、堀山根

午後 上鞍掛、下鞍掛、三沢町、原田、四日市

午前 堅田、河内、大吉、上鴨倉、下鴨倉

午後 全町内（９地区） 全町内

午前 旭、女良木、大馬木第２本郷

午後 大馬木第１本郷、堅田・野伏、小馬木本郷

午前 矢入・中原、小森

午後 ※午後は会場移動作業により申告相談休止

午前 代山、山郡、中籾、追谷 鳥上

午後 福頼、加食、角 鳥上・横田

午前 大市、大市西団地、中河原、新町

午後 大曲、六日市、蔵屋

午前 馬場、やりめ、五反田

午後 稲田

午前 原口（中条上・中・下、梨ヶ峠上・下）、三井野、坂根、小八川 横田・八川

午後 八川本郷、雨川

午前 中八川、土橋、古市

午後 反保、大原、本谷

午前 奥八川、大谷本郷（清水・下組・土居）、川西

午後 山県、中丁、日向側、山根側

午前 樋口、原口（明田上・中・下、吉岡）、大谷本郷（吉ヶ口、後上、後下、杭木）

午後 全町内（９地区）

午前

午後

午前

午後

令和7年分所得税確定申告及び町県民税申告相談日程

申告相談休止

月 日 曜日
午前
午後

自治会等 地区 会場

16 月

布勢

17 火

18 水

三成

19 木

20 金
亀嵩

24 火

阿井25 水

26 木

三沢

27 金

2 月
馬木

3 火

4 水

5 木

横田

6 金

9 月

八川

10 火

農業法人
あり自治会

11 水

12 木

全町内
13 金 全町内（９地区）

16 月 全町内（９地区）
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申告期間　　令和５年２月１６日（木）　～　令和５年３月１５日（水）

受付時間　
　午前8時3０分から午前１１時0０分
　午後1時００分から午後3時3０分

申告期間　　令和８年２月１６日（月）　～　令和８年３月１６日（月）

相談時間　
　午前8時3０分から午前１１時0０分
　午後1時００分から午後3時3０分

下記の日程にてご都合のつかない方は、指定日以外でも構いません。
その場合、指定日の方が優先となります。ご承知おきください。
期間の後半は込み合いますのでお早めにお越しください。


